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当社社員が新型コロナウィルス感染症（ＣＯＶＩＤ-1９）感染者の発⽣のご報告並びに 

今後の対応について 
 

 平素は格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、この度、当社本社に所属する営業職員 1 名（以下「当該営業職員」と称する）が新型
コロナウィルス感染症に感染したことが判明いたしました。当社本社では、全社員による毎
出勤時の腋下型の体温計による検温並びに⼿指消毒の徹底、外訪活動から帰社した際に、不
織布マスクの交換をルール化することで、感染防⽌に努めてまいりましたが、結果として、
営業職員 1 名が感染することとなり、誠に申し訳ございません。改めてお詫びを申し上げ
ます。 

なお、当該営業職員の陽性判明までの経過は以下のとおりでございます。なお、当該営業
職員の陽性判明に伴う新たな陽性者もしくは濃厚接触者にあたる当社本社役職員の有無に
ついては、現在のところ、当該営業職員の感染経路が同⼈の同居親族によるものである  
可能性が⾼いことなどから、これらに該当する新たな役職員は発⽣としておりません。 

当社の今後の対応につきましては、本件による、新たな陽性者及び濃厚接触者が発⽣して
いないことを踏まえ、より⼀層の感染対策に留意しつつ、通常どおり業務を⾏うことと  
させていただきます。 
 末尾になりますが、当該営業職員につきましては、本⽇付で 11 ⽉ 9 ⽇(⽔)まで、⾃宅待
機の上、管轄保健所の指導等により、療養するよう指⽰がなされておりますので、あわせて 
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 
 
＜陽性判明までの経過＞ 

 
令和 4 年 10 ⽉ 29 ⽇(⼟)(午後)・・・ 当該営業職員と同居する次⼥が新型コロナウィルス

に感染していることが判明したとの報告を受けた
ため、直ちに、当該営業職員を含む本社役職員全員
の抗原定性簡易検査(抗原検査キット)を⾏い、陰性



を確認した上で、当該営業職員については、濃厚接
触者とみなし、⾃宅待機を指⽰するとともに、当該
営業職員を含む役職員全員に対して、同⽇⼣刻と
10 ⽉ 31 ⽇の早朝に再度、各⾃で抗原定性簡易検査
(抗原検査キット)による検査を⾏い、結果を報告す
ることを伝達。なお、当該営業職員の次⼥は、感染
隔離のため、近隣に所在する親類宅に移動し、その
まま療養⽣活に⼊る。 

 
令和 4 年 10 ⽉ 29 ⽇(⼣刻)・・・・・・抗原定性簡易検査(抗原検査キット)による検査を 

実施し当該営業職員を含む役職員全員の陰性を
確認する。 

 
令和 4 年 10 ⽉ 31 ⽇(早朝)・・・・・・・ 抗原定性簡易検査(抗原検査キット)による検査

を実施し当該営業職員を含む役職員全員の陰性
を確認したため、通常業務を⾏う。なお、当該 
営業職員は引き続き⾃宅待機を継続する。  

 
令和 4 年 11 ⽉ 1 ⽇(⽇中)・・・・・・・当該営業職員より、同居する⾃⾝の妻が、新型

コロナウィルスに感染した旨の報告がなされる。
なお、当該営業職員は、引き続き⾃宅待機を継続
する。 

 
令和 4 年 11 ⽉ 2 ⽇(午前)・・・・・・・当該営業職員より、⾃⾝が新型コロナウィルス

に感染した旨の報告がなされたため、11 ⽉ 9 ⽇
(⽔)まで、管轄保健所の指導の下、そのまま⾃宅
療養するよう指⽰がなされる。 

 
以上 


